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  令和８年５月２１日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸 

 

阿賀野市規則第２３号 

   阿賀野市税条例施行規則の一部を改正する規則 

 阿賀野市税条例施行規則（平成１６年阿賀野市規則第５７号）の一部を次のように改

正する。 

 第１６条軽自動車税（種別割）の表中「（種別割）」を削る。 

 第４３号様式中 

「 

送達を受けるべき 

者 の 氏 名 

住(居)所 
  

氏 名 
  

送達する書類名 
  

注 意 事 項 

 地方税法第 20 条の 2第 3 項の規定により、上記の書類を受領しない

ときは、下記の日に書類の送達があったものとみなされます。 

        年  月  日 

」 

を 

「 

送達を受けるべ

き 者 の 氏 名 
氏 名 

  

送達する書類番号 
  

注 意 事 項 

 地方税法第 20 条の 2第 3 項の規定により、上記の書類を受領しない

ときは、下記の日に書類の送達があったものとみなされます。 

        年  月  日 

」 

に改める。 

8.6.1 



 第８２号様式その１中「（種別割）」を削る。 

 第８２号様式その２中「（種別割）」及び「ＦＡＸ ０２５０－６２－２５２１」を削

る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第１６条、第８２号様式

その１及び第８２号様式その２の規定は、令和８年４月１日から適用する。 

 

 

 


